
新型コ ロナウイルス感染症に罹患さ れた皆さ まに謹んでお見舞い申し あげますと と も に、 一日も 早いご回復

を心より お祈り 申し あげます。  

Ｊ Ａ 共済・ SOMPOひまわり 生命では、 令和５ 年５ 月８ 日以降、 新型コ ロナウイ ルス感染症が「 感染症の予

防及び感染症の患者に対する 医療に関する 法律（ 以下、 「 感染症法」 ） 」 の５ 類感染症に位置づけら れると

いう 政府方針を受け、 同疾患に対する各種取扱いを以下のと おり 見直し ます。  
何卒ご理解を賜り ますよう 、 お願い申し あげます。  

JA共済・ SOMPOひまわり 生命にご加入の皆様へ 

新型コ ロナウイ ルス感染症に罹患さ れ、 病院または診療所への入院が必要な状態にも

関わら ず、 病床の逼迫等の事情により 入院するこ と ができ ず、 医師等の管理下で宿泊施

設や自宅での療養を余儀なく さ れた場合も 、 「 入院」 と 同等に取り 扱う 特別取扱い（ み

なし 入院） を 実施し ており ますが、 今回の政府方針に伴い、 本取扱いにおけるお支払い

範囲は以下のと おり と なり ます。

なお、 令和５ 年５ 月７ 日以前に新型コ ロナウイ ルス感染症と 診断さ れ、 以下のお支払

いの対象と なる方については、 同年５ 月８ 日以降であっ ても 引き 続き ご請求いただけま

すのでご安心く ださ い。  

また、 医療機関に入院し ている場合は、 診断日に関わら ず、 ご契約の内容により お支

払いの対象と なり ます。  

宿泊・ 自宅療養（ みなし 入院） について  

新型コ ロナウイルス感染症にかかる  
各種取扱いの見直し について 

ケース  

診断日※２  

令和4年9月25日以前 
令和4年9月26日以降 
令和5年5月7日以前 令和5年5月８ 日以降 

入院さ れた場合 ○　 お支払い対象※３  ○　 お支払い対象※３  ○　 お支払い対象※３  

宿泊・ 自宅療養

さ れた場合(み
なし 入院）  

重症化リ スク  
の高い方 ○　 お支払い対象※３  ○　 お支払い対象※３ ߅ ᡰ ޓ   ኻᛄ ・ 殳 ᄖ  

上記以外の方 ○　 お支払い対象※３ ߅ ᡰ ޓ   ኻᛄ ・ 殳 ᄖ ߅ ᡰ ޓ   ኻᛄ ・ 殳 ᄖ  

※１ 　 共済金のお支払いは、 ご契約ごと に定めら れている所定の条件を満たす必要があり ます。  
※２ 　 検査日ではなく 、 診断日での判断と なり ます。  
※３ 　 請求日に関わら ずお支払い対象と なり ます。  

新型コ ロナウイルス感染症と 診断さ れた場合のお支払い範囲※１  

※入院された方については、診断書もしくは治療報告書および領収書等のご提出が必要となります。詳しくはご加入先のＪＡにてご案内いたします。

必ず
ご確認ください。

My HER-SYSの療養証明書機能の利用は９月末までとなる政府方針が示されています。

令和５年５月７日までに宿泊・自宅療養された方は早期のご請求を検討ください。



｜ ｜ 2 
災害や特定感染症によ る死亡または所定の第１ 級後遺障害の状態を 保障する仕組み

（ 災害給付特約等） において、 こ れまで、 新型コ ロ ナウイ ルス感染症を 約款に定める

「 特定感染症」 と し てお支払い対象と し てまいり まし たが、 令和５ 年５ 月８ 日以降、

新型コ ロナウイ ルス感染症の感染症法上の位置づけが「 ５ 類感染症」 に変更さ れる場

合、 新型コ ロナウイ ルス感染症は約款に定める「 特定感染症」 に該当し なく なり ます。  

そのため、 令和５ 年５ 月８ 日以降に新型コ ロ ナウイ ルス感染症と 診断さ れた場合、

災害給付特約等のお支払い対象と はなら ず、 疾病での保障対象と なり ます。  

災害給付特約等のお支払い対象と なり ます。  
※　 第１ 級後遺障害の認定日、 あるいは死亡日にかかわら ずお支払い対象と なり ます。

※　 令和５ 年５ 月８ 日以降のご請求であっ ても お支払い対象と なり ます。

令和５ 年５ 月７ 日以前に診断さ れた方 
case 

1 

災害給付特約等のお支払い対象と なら ず、 疾病での保障対象と なり ます。  

令和５ 年５ 月８ 日以降に診断さ れた方 
case 

2 

約款に定める「 特定感染症」 について  

※当会ホームページ（ https://www.ja-kyosai.or.jp/） においても 、 新型コ ロナウイ ルス感染症に関連し た当会の取組み

について、 随時最新の情報を掲載し ており ますので、 あわせてご確認く ださ い。  

0120-536-093
JA共済相談受付センタ ー 

|  電話番号  |  

※祝日を除き ます。  

| 受付時間  |  

本件に関するお問い合わせについては、 下記にて承り ます。  
なお、 個別のご契約内容（ 共済金の支払いに関する事項等） については、 ご契約先のJAへお

問い合わせく ださ い。  

午前9時から午後6時月～金曜日※ 午前9時から午後5時土曜日※ 

お問い 
合わせ 

Memo 

R050414 

共済課　　　 ０７７８－２１－２６０５
基幹中央支店 ０７７８－２３－３１００   基幹東部支店 ０７７８－２５－７７７７
基幹南部支店 ０７７８－４７－７７７７   今庄支店   　０７７８－４５－７７７７

ＪＡ越前たけふお問い合わせ先

https://www.ja-kyosai.or.jp/

